
１．はじめに
2017年九州北部豪雨災害、2018年西日本豪雨災

害、2019年19号台風災害、2020年球磨川災害など、
毎年のように気候変動の影響と考えられる災害が
多発し、行政のみならず国民も日々の生活の中で近
づく温暖化の危機を意識せざるを得なくなってい
る。こうした背景を受けて、集水域から氾濫域にわ
たる流域のあらゆる関係者が協働し、水害を軽減す
る“流域治水”関連法案が2021年に制定された。災
害が激甚化する中、河川管理の目的の一つである
「河川環境の整備と保全」はどうやって達成してい
けばよいのか。本論では流域治水の観点から、河川
環境の保全について述べてみたい。紹介する研究内
容の多くは、河川生態学術研究会における研究成果
であることを付記する。

２．流域治水とは？
国土交通省は、2019年の19号台風に伴う災害後

の治水対策として、“流域治水”への転換を唱えた。
2020年7月「気候変動を踏まえた水災害対策検討小
委員会」の答申によると、「河川、下水道等の管理者
が主体となって行う従来の治水対策に加え、集水域
と河川区域のみならず、氾濫域も含めて一つの流域
として捉え、その河川の流域全体のあらゆる関係者
がさらに協働して流域全体で水害を軽減させる治
水対策、“流域治水”への転換を進めていくことが必
要」としている。
この内容は、1979年から始まった総合治水と似

ているが、都市型水害に焦点を当てた総合治水の考
え方を、大河川、氾濫原対策を含めた流域管理に拡
げた治水対策であると解釈できる。

３．火山列島が生む湧水河川の保全
日本列島は火山列島であり、110にのぼる活火山

が分布し、地質も火成岩の割合が高い。村田・鹿野
（1995）によると、日本列島の約40%が火成岩で構
成されており（内、火山岩は約28％）、雨水が浸透
しやすい。その結果、火山地帯には湧水河川が広く
分布する。
地下に浸透した雨水が長い時間をかけて湧き出

す湧水河川では、湧水地点まで大気に触れることな
く地中を流下するため、非湧水河川とくらべると、
1年中を通して水温が安定している（図１）。また、
地中の流れは遅く、その結果、大雨が降ってもゆっ

くりと増水する河川が多く、流量も年間を通して安
定している。
水温は、河川生物の生息環境を決める最も重要な
要因である。また、水生昆虫の羽化やサケの孵化の
タイミングなど、多くの生物の生活史や生物季節
は、積算温度によって決定されている。

また、湧水河川では、地中を流れる距離が長いた
め、温暖化による気温上昇の影響を受けにくいと
考えられる。そのため、サケ科魚類やハナカジカな
ど、低水温の環境を必要とする魚類にとって、温暖
化時の避難場所(refugia)を提供すると推測される
（Nakajima et al. in press）。また、流域網に湧水・
非湧水河川があることによって、撹乱後の魚類個体
群の安定性が保たれることが明らかになっている
（Terui et al. 2018）。ダム等によってこうした流域
網の複雑性が分断・単純化されないように温暖化
適応策を検討する必要性がある。

４．河川・氾濫原生態系の維持機構としての洪水撹乱
治水分野に携わる行政官や研究者の中には、洪水
撹乱は生態系の破壊もしくは劣化と考えている方
も多いのではないだろうか。確かに大きな洪水後の
被災状況をみると、河畔林がなぎ倒され、土砂の堆
積や流木の集積が認められ、生態系は破壊されてい
るように見える。
しかし、実際にはそうではなくて、生物たちはさ
まざまな生活史戦略を駆使しながら、巧みにそして
粘り強く生き残っているのである。移動が可能な
魚類などは、洪水時の避難場所となる2次流路や支
流、大礫や倒木、凸地形の背後などに隠れて難を逃
れ、動けない植物は倒れても萌芽枝を出したり、土
砂に埋められても不定根を伸長したりしながら、生
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図１ 空知川水系における湧水・非湧水河川の水温変
動。赤系が非湧水河川、青系が湧水河川の水温
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き延びているのである。
特に河川や水辺の植物・動物たちは、洪水撹乱に

対しては適応できるように進化しており、むしろ撹
乱が抑えられることによって生息環境の悪化を招
く。北海道の川では、４月～５月にかけて長く融雪
洪水が続き、北海道の河川・水辺に生育、生息する
生物は、この季節的な撹乱のリズムに合わせるよう
な生活史をもっている。
北海道や東北地方の河畔には、ヤナギ科の樹木種

が広く分布している。ヤナギ科の樹木が種子を散布
する時期は、種類によって微妙に異なり5月～ 9月
である。この時期は、融雪洪水の減水期に当たり、
水位が下がっていく時期に合わせて種子が散布さ
れる。ヤナギ科植物の種子はきわめて軽く、毎年大
量に生産され、風によって遠くまで運ばれる。発芽
定着できる場所は、融雪洪水によって運搬された砂
礫でつくられる裸地である。つまり、融雪洪水とい
う毎年必ず発生する撹乱に対して、種子の散布時期
を同調させることにより、新たに形成された裸地に
侵入・定着できる可能性を最大化していると考え
られる（図２）。

仮にこうした融雪出水がダムによる流量調節に
よって抑えられ、５月から６月にかけての砂礫地の
形成と水分の供給が失われた場合、種子が発芽でき
る場所は激減し、ヤナギ科植物が水辺から姿を消
すことは容易に想像できる。現在、貯水ダムにおい
ては、ダム下流の水涸れ区間の解消を目的に流量が
確保されるようになったが、自然河川の流量の季
節変動を考慮した放流がなされなければ、川の生物
が生き残ることはできない。このため、札内川では
フラッシュ放流が実施されている（Nakamura et al. 
2020）。

５．シフティングモザイク 
長野県上高地と北海道東部に隔離分布するケ

ショウヤナギという種がある。この種は頻繁に撹乱
を受ける流路沿いの立地に広く分布し、なぜか谷底
が広がった渓流区間や扇状地に広く分布する。ここ

では流路が側方方向に頻繁に変動することが重要
である。ケショウヤナギの発芽適地は母樹の下では
なく、離れた河川流路沿いの砂礫地である。こうし
た立地は流水による撹乱を常に受けるが、流路が大
きく変動すると希に偶然安定した地形面ができ、母
樹まで成長できる。
つまり、網状の形態を維持する河川のダイナミズ
ムそのものが、ケショウヤナギが各生活ステージで
必要な生育環境をセットとして提供しているとい
える。ケショウヤナギばかりでなく、河畔林を構成
する樹種の多くは、親と子の生育環境が異なってい
る。つまり、川が動くことによってのみ、多様な樹
種が一生を通じて要求する生育環境が維持される
ことになる。
こうした環境動態をシフティングモザイク

（Shifting mosaic） と 呼 ぶ が（Nakamura et al. 
2007）、河川・氾濫原の環境を健全に維持するため
には、河畔を構成する林分パッチの種組成と量(面
積もしくはバイオマス量)が動的に平衡状態を維持
できるように管理しなければならない（図３）。基
本的には高水敷と低水路の分離は、この動的な生息
場環境の維持を不可能にする。土地利用との兼ね合
いもあるが、可能なかぎり堤々間を広くとり、低水
路を固定しないことが理想である。

シフティングモザイクを維持できる河道は、気候
変動下の規模の大きな洪水撹乱に対しても、高いレ
ジリエンス（resilience, 回復力）を発揮する。ある
個所は撹乱を受けるがある個所は撹乱を受けず、そ
うした場所は生物種の避難場所（refugia）として利
用されるためである。堤々間を広くとっている札内
川では100年規模の洪水に対しても高い回復力を
維持しており（Negishi et al. 2019）、EUで推奨さ
れる“Room for rivers”が治水上も環境上も推奨さ
れる所以である。

６．レガシーの維持
多くの河川管理者は気づいていないと思うが、自
然撹乱によって生物種が受ける影響にくらべて、災
害後の復旧工事によって生物種が受ける影響の方

図３　札内川におけるシフティングモザイクの形成

図2　石狩川水系における融雪洪水とヤナギ類の種子
散布時期（↔で表示）（Nakamura & Nakamura 2021）

がはるかに大きい。災害後の原形復旧工事の多く
は、撹乱後に残された河道地形や堆積土砂、倒流木
などの生物学的遺産（biological legacy）を徹底的に
取り除き、定規断面に復旧するためである。当然の
ことながら、前節でのべたシフティングモザイクが
形成される余地はなくなる。
撹乱後に残される生物学的遺産が、撹乱後の生態

系回復にいかに重要かは、陸域の生態系について
多く研究されてきたが（中村 2018）、同様な考え方
は河川・氾濫原生態系にも当てはまる。河川内の
倒流木によって魚類や底生動物の生息数や種類数
が増えることは、日本でも多くの研究によって支
持されている（Nagayama et al. 2009, Nagayama & 
Nakamura 2018, Nakano et al 2018）（図４）。また、
河川内のみならず砂礫堆に堆積した倒流木も、植物
種の多様性を高めることがわかっている（Nakamura 
et al. 2012）。

生物学的遺産のみならず、撹乱後には瀬や淵、砂
礫堆などの微地形が新たに形成され、これらの地形
も生態系の回復に大きく寄与する。ここではこうし
た災害後の遺産すべてをレガシーと呼び、その保全
を訴えたい。堤防近くの局所洗掘や橋脚周りの流木
など、防災上撤去する必要性のあるレガシーもある
が、まずはこうしたレガシーを起点にして生態系の
回復が始まることを理解し、可能な限りレガシーを
残す管理を目指すべきである。

７．堤内と堤外の連結性
流域治水で述べている“氾濫原”とは、堤内側を

含む概念であろう。シフティングモザイクを形成し
ようにも堤々間を広く確保することができない日
本の現状を考えると堤内側の水辺空間は、治水上も
環境上もきわめて重要な景観要素である。流域治水
では“田んぼダム”が注目されているが、筆者は、河
跡湖（自然・人為起源）が重要であると思っている。
氾濫原に残存する河跡湖の生物相には、希少性の

高い生物が多数生息している。さらに、水路・河川
による湖沼間のつながりの程度（連結性）は、水生
生物の種および遺伝的多様性に影響を及ぼす。一般

的に、流路ネットワーク構造の連結性が高くなるほ
ど、魚類および水生昆虫の種多様性が増加すること
が明らかになっており、外来種の侵入に注意しなが
ら、湖沼間、湖沼と河川との連結性を高く維持する
必要性がある（図５）。

築堤区間においては樋門や樋管等の施設によっ
て河跡湖や支川と本川河道の連結性が保たれるこ
とになるが、多くの場合、落差がついて平常時、魚
類が移動できないケースも多い。流域治水で注目さ
れる伝統的技術に“霞堤”と呼ばれる不連続堤防が
ある。不連続部に洪水を氾濫させることによって流
量を調節したり、堤内に氾濫した洪水流を河川に戻
すことにより、氾濫による被害を最小限に抑えるこ
とができる。支川合流部に作られた霞堤は、平常時
の水系の連結性を確保し、堤防による生態系の分断
を防ぐことからも環境面で優れており、積極的に維
持・採用したい伝統知である。

８．生態系ネットワーク
生態系ネットワークを形成する景観要素として

前節で述べた河跡湖の他に耕作放棄地が注目され
る。管理放棄された牧草地も氾濫原の生物多様性維
持に貢献する。営農を停止すると明暗渠の機能が衰
え地下水位が上昇し、30年程度が経過すると、外来
の牧草種は少なくなり湿原の種組成に似た植物群
落へと遷移し、湿地性オサムシ類の代替生息地とし
て機能する（Morimoto et al. 2017, Yamanaka et al. 
2017）。また、鳥類についても、耕作放棄地に多くの
湿地性鳥類が生息できる（Hanioka et al. 2018）。
前節の河跡湖や耕作放棄地を流域治水の遊水地

（グリーンインフラ）として利用できれば、大型鳥
類にとっても貴重な生態系ネットワークを構築す
ることができる。通称“流域治水関連法”の附帯決
議には「流域治水の取組においては、自然環境が有
する多様な機能をいかすグリーンインフラの考え
方を普及させ、災害リスクの低減に寄与する生態系
の機能を積極的に保全又は再生することにより、生
態系ネットワークの形成に貢献すること」と記され

図４　倒流木周辺に集まるサクラマス幼魚

図５　湖沼の連結性と魚類・水生動物の種数変化
（Ishiyama et al. 2014）
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取り除き、定規断面に復旧するためである。当然の
ことながら、前節でのべたシフティングモザイクが
形成される余地はなくなる。
撹乱後に残される生物学的遺産が、撹乱後の生態

系回復にいかに重要かは、陸域の生態系について
多く研究されてきたが（中村 2018）、同様な考え方
は河川・氾濫原生態系にも当てはまる。河川内の
倒流木によって魚類や底生動物の生息数や種類数
が増えることは、日本でも多くの研究によって支
持されている（Nagayama et al. 2009, Nagayama & 
Nakamura 2018, Nakano et al 2018）（図４）。また、
河川内のみならず砂礫堆に堆積した倒流木も、植物
種の多様性を高めることがわかっている（Nakamura 
et al. 2012）。

生物学的遺産のみならず、撹乱後には瀬や淵、砂
礫堆などの微地形が新たに形成され、これらの地形
も生態系の回復に大きく寄与する。ここではこうし
た災害後の遺産すべてをレガシーと呼び、その保全
を訴えたい。堤防近くの局所洗掘や橋脚周りの流木
など、防災上撤去する必要性のあるレガシーもある
が、まずはこうしたレガシーを起点にして生態系の
回復が始まることを理解し、可能な限りレガシーを
残す管理を目指すべきである。

７．堤内と堤外の連結性
流域治水で述べている“氾濫原”とは、堤内側を

含む概念であろう。シフティングモザイクを形成し
ようにも堤々間を広く確保することができない日
本の現状を考えると堤内側の水辺空間は、治水上も
環境上もきわめて重要な景観要素である。流域治水
では“田んぼダム”が注目されているが、筆者は、河
跡湖（自然・人為起源）が重要であると思っている。
氾濫原に残存する河跡湖の生物相には、希少性の

高い生物が多数生息している。さらに、水路・河川
による湖沼間のつながりの程度（連結性）は、水生
生物の種および遺伝的多様性に影響を及ぼす。一般

的に、流路ネットワーク構造の連結性が高くなるほ
ど、魚類および水生昆虫の種多様性が増加すること
が明らかになっており、外来種の侵入に注意しなが
ら、湖沼間、湖沼と河川との連結性を高く維持する
必要性がある（図５）。

築堤区間においては樋門や樋管等の施設によっ
て河跡湖や支川と本川河道の連結性が保たれるこ
とになるが、多くの場合、落差がついて平常時、魚
類が移動できないケースも多い。流域治水で注目さ
れる伝統的技術に“霞堤”と呼ばれる不連続堤防が
ある。不連続部に洪水を氾濫させることによって流
量を調節したり、堤内に氾濫した洪水流を河川に戻
すことにより、氾濫による被害を最小限に抑えるこ
とができる。支川合流部に作られた霞堤は、平常時
の水系の連結性を確保し、堤防による生態系の分断
を防ぐことからも環境面で優れており、積極的に維
持・採用したい伝統知である。

８．生態系ネットワーク
生態系ネットワークを形成する景観要素として
前節で述べた河跡湖の他に耕作放棄地が注目され
る。管理放棄された牧草地も氾濫原の生物多様性維
持に貢献する。営農を停止すると明暗渠の機能が衰
え地下水位が上昇し、30年程度が経過すると、外来
の牧草種は少なくなり湿原の種組成に似た植物群
落へと遷移し、湿地性オサムシ類の代替生息地とし
て機能する（Morimoto et al. 2017, Yamanaka et al. 
2017）。また、鳥類についても、耕作放棄地に多くの
湿地性鳥類が生息できる（Hanioka et al. 2018）。
前節の河跡湖や耕作放棄地を流域治水の遊水地

（グリーンインフラ）として利用できれば、大型鳥
類にとっても貴重な生態系ネットワークを構築す
ることができる。通称“流域治水関連法”の附帯決
議には「流域治水の取組においては、自然環境が有
する多様な機能をいかすグリーンインフラの考え
方を普及させ、災害リスクの低減に寄与する生態系
の機能を積極的に保全又は再生することにより、生
態系ネットワークの形成に貢献すること」と記され

　
　

　
種

数

図４　倒流木周辺に集まるサクラマス幼魚

図５　湖沼の連結性と魚類・水生動物の種数変化
（Ishiyama et al. 2014）
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ている。
北海道に好例がある。低平地が広がる千歳川中流

域は、内水氾濫を起こしやすい洪水常襲地帯であっ
た。1981年災害を契機に越流堤の整備と遊水地を
併用した治水対策が国の事業として行われた。舞鶴
遊水池の面積は約200haにおよび、他にも千歳川流
域には150 ～ 280haにおよぶ広大な遊水地が５か
所で建設されている。これらの遊水地は湿地景観を
呈しており、多くの生物種を育んでいる（Yamanaka 
et al. 2020）。
遊水池群が分布する石狩低地帯は、かつてタン

チョウが生息していたと考えられ、2015年からタ
ンチョウがこの遊水池に舞い降りるようになって
きた。そして2019年に初めて越冬し、2020年春に
見事に繁殖に成功した（図６）。現在、タンチョウを
シンボルとして減農薬や無農薬の野菜や米を作り、
安心・安全な長沼ブランドを醸成していくことに
興味を示す営農者も現れ、JALやイオンなどとの
連携も始まった。グリーンインフラによる治水、生
物多様性の保全が、地域の産業に付加価値をもたら
し、それを生かした地域づくりが広がっている。

９．自然再生と気候変動適応策
筆者が関わってきた自然再生事業の多くは、グ

リーンインフラの創出とも言え、その結果、気候変
動適応策としても機能していることが明らかにな
りつつある。
釧路川では、イトウの棲める蛇行河川の復元が

実施された。その後のモニタリング調査で、復元
区間にイトウの生息が確認でき、それ以外にも植
物、動物種の多様性が蘇っている（Nakamura et al. 
2014）。一方で、蛇行復元にともない、洪水時に氾濫
原に濁水が拡散し、ピーク流量ならびに運搬土砂量
の減少が確認されている。釧路湿原は治水計画上、
遊水地として位置づけられているが、蛇行復元事業
は遊水効果をさらに高め、釧路湿原への土砂流入を
防いでいると言える。
また、知床世界自然遺産地域では、サケ科魚類の

生息環境復元のため、治山・砂防ダムの改良（スリッ
ト化と魚道改良）を行ってきた。これによって海か

ら遡上する親魚がダムを通過し、上流域の良い環境
で産卵できるようになった。
一方、温暖化が高まるにつれ、水温の上昇も予想
されており、オショロコマなどサケ科魚類は水温の
冷たい上流域に移動する必要がある。この際、ダム
改良はサケ科魚類の上流への遡上を可能にし、温暖
化影響の適応策として機能すると考えられる。
これまで実施されてきた自然再生事業や多自然
川づくりが、気候変動適応策としても機能すること
を再評価し、今後も積極的に自然再生事業を進めて
いく必要がある。

10．おわりに
コロナ禍でテレワークができるようになった今、
可能ならばビルに囲まれた都市の中ではなく、緑
に囲まれた郊外で仕事をしたいと思う人が多いの
ではないだろうか。時に散歩やジョギングしなが
ら、ゆったりと。舞鶴遊水地の事例でも述べたよう
に流域治水やグリーンインフラの最終的な出口は、
QOL を高め良い地域づくりに貢献することだと思
う。治水と環境、そして社会・経済を高める流域治
水に期待したい。
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図６　舞鶴遊水地とタンチョウの親子（2020年）

河川中・下流域は、多様に変動する物理場をもつ氾
濫原環境によって構成され、人間活動によって最も改
変・抑制され負荷を受ける水域であり、河川環境の整備・
管理においていくつもの検討課題が存在している。本
稿では、木曽川水系の河川生態学術研究から得られた
成果をもとに、流域治水（国交省、2021）を視野に置
き検討すべき事項や課題を紹介する。なお、当該水系
における氾濫原環境の保全を含めた知見には、個々の
焦点に沿った多角的な蓄積がある（森編、1999；片野・
森編、2005；椿ら、2008；田代ら、2010；渡辺・前畑編、
2011 渡辺・森編、2016；応用生態工学会編、2019；森、
2021）。

１．“人新世” の河川環境と流域治水
18 世紀後半の産業革命後の工業・技術化の加速的な

増進は、地球レベルで生態系や気候に影響を及ぼし、
環境変動が一般的にも実感されるようになってきた。
こうした人類による地球環境のトレンドに大きく影響
を及ぼした状況は、完新世である典型的要件と本質的
に位相が異なり新たな地質年代として “人新世” とさ
れる（Crutzen, 2002）。とりわけ温暖化のような気候
変動は降水量や降水形態に変化をもたらし、また海面
上昇を伴うとされ、河川流況の質・量に影響を与え、
生物の生息場に変化を引き起すだろう。実際に、ゲリ
ラ豪雨のような突発的局所降雨や線状降水帯による集
中豪雨が頻発しており、それらは当然、顕著な流量変
動となって河川生態系にも影響を及ぼすと容易に予測
できる。
生物はおそらく地史的・進化的な時間の中で、この

３世紀にわたる “人新世” での環境変化以上の劇的な
変化を経験しており、絶滅に至るほどの影響はないの
かもしれないし、逆に思いのほか脆弱であるかもしれ
ない。ただ、例えば 2011 年に発生した三陸大津波は、
近代化した多種多様の燃料や雑排水に満ちた市街地を
破壊し瓦礫とともに混濁しながら生物の生息地に押し
寄せ、“人新世” 以前にはない性質の人為的負荷を河川
環境に与えたであろう。ここでは付加的となるが、下
流氾濫原域においては上流からの流況だけでなく、汽
水域・塩害の拡張や河口閉塞に関連する津波・高潮や
海面上昇など海水遡上による影響も視野に入れておく
べきである。
我が国の河川は現在、ほぼすべて人間活動によって

改変・抑制された集水域を流れ、治水・利水を中心と
した社会資本の整備目標を達成するために様々な形で
整備・管理されている。“人新世” のもと河川環境にお
ける物理的激変は、明治期にデ・レーケ（1873 年～
1903 年に滞在）が指導した近代治水事業に始まるとし

てよく、その結果、もちろん人間生活の安心・安全は
工学的成果とともに大幅に向上した。しかし一方で、
治水事業に加えて乾田化や水路網の耕地整理などによ
り生態系の分断化や孤立化が生じ、河川環境の劣化は
時として深刻に顕在し続けてきた。その軽減や復元を
追求するため、1990 年代後半から多自然川づくりなど
自然再生に繋がる検討・事業化がされる段階になった
といえる。
さらに直近の課題として気候変動というグローバル

な背景のもとに、我が国おいては近年、“流域治水” の
検討がされているが、これは直ちにダム・堤防や掘削
などのハード施工を意味しない。それをもって国土強
靭化への寄与を目的とするならば、“流域環境” への
視線を包含しなければならない。なぜなら “流域治水”
の対象は、自明ながら堤内域の市街地、農地・工場な
どの用地も含まれ、これまでの “河道治水” より遥か
に対象範囲も関係者も拡大化し、支流や水路網など流
域一帯の水環境にも関与し、抜本的な環境改善につな
がり得るからである。これは、例えば遊水地の設置に
治水面のみならず、環境面としての機能をもつ可能性
を示している。むろん、この流況変化は堤内地におい
て悪水の増大も懸念され、その対応措置には住民心理
や流域の歴史・文化を取り込んだ根拠ある説明や効果
検証に依拠する順応的実施が必至といえる。
流域環境は、人間生活の向上や要求を満たす水資源

や生物多様性などの生態系サービスを提供してきたが、
その現在は水質と生態系の根幹に負荷を与える人為的
活動によって多くの脅威を招き、それは時間の経過
とともに増大し続けている（Vorosmarty et al., 2010; 
Allan et al., 2021）。この健全性の維持や保全は、社会
的共通資本としても持続可能な未来のため喫緊の課題
であり、その検討や解決に向けた作業が必須となって
いる（宇沢・大熊、2010；Bunn, 2016）。

２．流水系と流砂系としての河川と氾濫原環境
河川は、水源から河口までの縦断方向、支流や水辺

から氾濫原の横断方向、さらに地下水域の垂直方向へ
の連続的な水および砂の物理的な移動現象の総体であ
る。言い換えれば、河川は降水や湧水をしばしば溜め
つつ高所から低所に集水し流れる流水系であると同時
に、侵食と堆積を繰り返して土砂を搬送する流砂系の
地形でもある（森、2010）。この２つの系はもちろん別々
の独立系ではなく表裏一体の関係にあり、流水系だけ
とすれば水道管や導水管と同じで、水という液体物質
の移動を意味する現象となる。つまり、流砂系がある
ことが河川の顕著な特性ともいえ、“人新世” における
河川環境の人為的変動は、平地となる沖積帯の河道内

動く川に宿る“ざわめく自然”:
木曽三川水系の氾濫原環境の実態と保全
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